
22 日獣発第 332 号 

平成 23 年 2 月 16 日 

 
地方獣医師会会長  各位 
 

社団法人 日 本 獣 医 師 会 

 会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 
口蹄疫の清浄ステータス回復及び韓国釜山広域市での発生 

に伴う畜産関係者等への指導の再徹底 
 

今般、平成 23 年 2 月 5 日付け 22 消安第 8662 号及び 2 月 7 日付け 22 消安

第 8678 号をもって農林水産省から別添写しのとおり通知がありましたので、

貴会関係者に周知方お願いします。 

なお、このたびの通知は、①宮崎県での口蹄疫について、防疫措置完了後、

昨年 10 月に申請した、口蹄疫清浄ステータスの回復が国際獣疫事務局（OIE)

科学委員会で認定されたため、我が国から牛肉等の輸入停止国へ再開に向けた

協議を推進していくが、韓国等アジア周辺諸国の発生状況に鑑み、ステータス

継続のため、一層の防疫体制強化について、また、②韓国では、これまでに

310 万頭の家畜を殺処分し、全土でワクチン接種を実施する状況にある中、今

般、日本行きフェリー等の運行がある同国釜山広域市での発生情報を得たこと

から、2 月を口蹄疫対策強化月間とし、動物検疫所における水際検疫の徹底と

牛豚飼養農場を対象とした防疫一斉点検を実施しているが、改めて同国の発生

状況等について、広く畜産関係等（畜産農家と接する耕種農家等を含む。）、関

係機関・団体等への情報提供及び指導の徹底等について、それぞれ各都道府県

知事及び各都道府県畜産主務部長へ依頼したので、家畜防疫の重要性を十分理

解の上、それぞれ本会会員等に対する周知及び適切な対応への指導が求められ

たものです。 
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